
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「仙台市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」（令和８年３月公布、同年 10 月

施行）に基づき、マンション管理組合は、管理状況を届け出ることが義務となります。 

◆ ３年に１度、管理組合の総会での決議を経たうえで、届出をお願いします。 

◆ 提出時期は、所在地の区ごとに異なります。（Ｐ．4 参照） 

◆ 新たに分譲され管理組合が設立されたマンションは、上記に関わらず、設立総会から

90 日以内に届出をお願いします。 

◆ 届出書の記入にあたっては、本手引きを必ず参照してください。 

◆ 届出書を提出する前に、記入漏れや記入誤りがないか、確認してください。 

◆ マンション管理状況届出書は、仙台市電子申請システム（Logo フォーム）で受け付けま

す。届出書のデータ（Excel 形式）を提出してください。 

◆ データでの作成・提出が難しい場合は、「５ よくあるご質問 Q.1 及び Q.2」（Ｐ．20）

をご参照のうえ、住宅政策課（022-214-8306）まで、ご相談願います。  

住 所  ： 仙台市青葉区二日町 12-34 二日町第五仮庁舎（オンワード樫山仙台ビル）9 階 

電 話  ： 022－214－8306             FAX ： 022－268－2963 

E メール： mansion_kanri@city.sendai.jp 

マンション 

管理状況届出書 
の作成の手引き（案） 

 

 

仙台市 

《問合せ先》 仙台市 都市整備局 住宅政策課 居住推進係 

【既存マンションの様式ダウンロード・届出書提出】 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/todokede/kizon.html 

 

  マンション管理組合の皆さん向け 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/todokede/kizon.html
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１ はじめに 

  

仙台市では分譲マンション※（以下「マンション」といいます。）の管理適正化を推進するにあたり、市・

所有者・事業者等の責務を明確化するとともに、マンション分譲事業者およびマンション管理組合【用語

解説９】（以下、「管理組合」）による届出制度を新設する等のため、「仙台市マンションの管理の適正化の

推進に関する条例」を令和８年３月に公布しました。これに伴い、令和 8 年１０月から届出が義務となり

ます。 

 

※分譲マンション：  ２以上の区分所有者が存する建物で、居住の用に供する専有部分を有するもの及

びその敷地並びに附属施設をいいます。 

 

  《届出制度開始の背景》 

• 一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、区

分所有者間の意思決定の難しさや、建物の構造・設備に関す

る技術的判断の難しさなど、建物を維持管理していくうえで

多くの課題を有しています。 

• さらに、本市のマンションでは、建物の高経年化と所有者の高

齢化が進行しており、令和 5 年度の実態調査では、約 6 割の

マンションで管理に何らかの課題があることが分かりました。 

• マンションは私有財産であり、管理や再生は区分所有者が行

うことが必要です。一方で、維持管理が適切に行われない場

合には、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

• 新たに届出を義務化することにより、管理の適正化や所有者

の管理意識の向上を図るとともに、把握した情報を基に、各 

マンションの状況に応じた支援につなげます。 

 

2 マンション管理状況届出制度の概要について 

  

 （１）届出義務者 

    マンションの管理者等【用語解説１】に届出義務があります。具体的には以下のとおりです。 

➢ 管理組合で選任された理事長 

➢ 外部の専門家や管理業者など、区分所有者以外の者から選任された管理者（外部管理者方式

の場合） 

➢ 管理組合で選任された理事（管理組合が法人化されている場合） 

    なお、管理組合がなく、管理者等が定められていない場合には、区分所有者に届出義務があります。 

 

▲管理が適切に行われず、外壁等が崩 
落した他都市のマンションの事例 
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（２）届出対象となるマンション 

仙台市内の全てのマンション※ （賃貸マンションは届出の対象ではありません） 

 

（３）届出内容 

• P.3 に示す【様式 2】届出書に、階数などの基本情報や、マンション管理規約【用語解説８】（以下、管

理規約）や長期修繕計画【用語解説６】の状況等を記入し、届出願います。 

• 内容については、直前の会計年度の状況を記載してください。ただし、届出を行うことを決議する

総会において内容が変更された場合は、その内容を反映のうえ届出してください。 

• 管理組合の負担軽減のため、以下のマンションは届出内容を一部簡素化します 

① 管理計画認定を取得したマンション 

② マンション管理業協会が実施する適正評価制度に登録しているマンション 

 

（４）届出方法 

• 仙台市電子申請システム（Logo フォーム、令和８年 10 月 1 日より利用開始）に、

様式（Excel 形式）を添付して提出してください。 

• 届出にあたっては総会の決議を経てください。 

• 管理組合がない場合は、区分所有者の過半数の同意を得てください。 

• 市が届出を受理し、情報公開に承諾がある場合は、届出された内容をＨＰで公開します。 

※届出からＨＰ公開までは 1 ヶ月程度要する場合があります。 

  

《総会での決議について》 

・ 届出を行う前に、総会において届出を行うことの決議を求める理由としては、区分所有者全ての皆

様にとってのご自身のマンションの管理状況の把握につなげ、区分所有者の意識醸成、そして適切

な管理につなげることを意図したものです。 

・ 総会で届出を行う決議をするにあたり、【様式 2】届出書、【様式 2 別紙】自己評価結果の内容を、

総会資料として提示のうえ、決議いただくことを想定しています。 

《届出の単位について》 

   ・ 管理組合ごとに届出書を提出してください。 

・ 団地管理組合がある場合については、以下の取り扱いとします。 

 

 

 

 

 
      ・各棟の管理組合が主体となり、居住する    ・団地管理組合が主体となり、居住する 

建物を管理・修繕している              建物を管理・修繕している 

→各棟の管理組合名で届出             →団地管理組合で届出 

Ａ
棟 

Ｂ
棟 

Ｃ
棟 

Ａ
棟 

Ｂ
棟 

Ｃ
棟 
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      《届出様式（Excel ファイル）の構成》 

・ 届出様式（Excel ファイル）には、複数のシートに分かれています。 

・ ①【様式 2】届出書のシートと、届出書の入力を補助する⑤修繕積立金確認シートに入力すれば、各

シートに自動で内容が反映されます。 

 

 

 

①【様式 2】届出書  ②記入例 ③届出書（公開用シート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲基本的にはこちらの届出書

のに入力いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲記入例です。記入の参考にし

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲公開に承諾した場合、市ホームペ

ージで公開される内容です。（届

出書のうち届出者名・連絡先等を

除いたもの） 

④【様式 2 別紙】 

自己評価結果 

⑤修繕積立金 

確認シート 

⑥管理番号確認シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲届出書の入力内容に基づく

管理状況の自己評価結果で

す。公開に承諾した場合、市

HP で公開されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲①の届出書の修繕積立金の

額に関する内容を記入するに

あたり、入力を補助するシー

トです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲①の届出書の「管理番号」を記入

するにあたり、入力を補助する

シートです。 

  ※ 各シートは削除せず、全てのシートが保存されている状態のまま提出してください 

 

例えば「⑤修繕積立金確認シート」
を表示したい場合は、こちらを選択
するとシートが表示されます。 

入力 

入力 
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 （５）届出時期 

• マンションの所在地に応じ、以下の年度内に提出してください 

マンションの 

所在地 
届出を要する年度 

青葉区・泉区 令和 8（2026）、令和 11（2029）、令和 14（2032） 

…以降３年毎 

宮城野区・若林区・ 

太白区 

令和 9（2027）、令和 12（2030）、令和 15（2033） 

…以降３年毎 

    ※建築基準法に基づく定期報告【用語解説７】を行う年度に合わせて設定しています 

 

• 届出制度開始時期が令和８年１０月１日であり、また、届出には総会決議が必要なことから、同年９

月までに総会を開催済のマンションについては、令和 9 年度の総会で届出内容を決議のうえ、市

に届出をお願いします。 

• 新築されたマンションの場合は、上記に関わらず、設立総会から９０日以内に提出してください。 

• 次回届出までの間に内容変更が生じた場合でも、変更の届出は必要ありません 

※ ＨＰに公開されている内容を変更したい場合など、再度届出いただくことは可能です。 

※ 郵送先の変更が必要な場合には住宅政策課（TEL: 022-214-8306）までご連絡願います。 

 

 （６）情報の公開 

• 届出があったマンションは、マンション名・所在地・認定取得の有無を公開するほか、承諾がある場

合は、届出内容及び自己評価結果を市ホームページで公開します。 

 

 （７）助言・指導・勧告・公表 

ア  助言・指導・勧告 

・ 届出義務者から正当な理由なく届出がない場合は、相当の期間を定めて届出を行うよう指

導し、又は勧告することがあります。 

イ  公表 

・ 正当な理由なく勧告に従わなかったときは、勧告を受けた者の氏名・住所（法人の名称・代

表者氏名・所在地）、マンション名・所在地、勧告の内容を公表することがあります 

 

 （８）届出のメリット 

• 届出を行うことで、管理状況に応じた市によるマンション管理に関する支援や情報提供を受ける

ことができます。 

• 届出書を作成することで、ご自身のマンションの管理状況について、国等が定める基準に照らし

て確認することができます。 

• マンションが適切に管理されている旨の情報を公開することで、購入予定者に対する参考情報

を提供するとともに、市場において適正に評価されることが期待されます。 
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3 届出事項の記入例・記入方法・解説 

  

（１）届出に関する情報、連絡先等 

 

 

 

 

 

 

❶管理番号 

・ ⑥管理番号確認シートで、ご自身のマンション名を検索し、管理番号を確認し入力してください。 

 【検索方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数棟をまとめて提出する場合は、一番若い番号の棟の管理番号を記載してください。 

※マンション名が見当たらない場合は、空欄で提出してください。 

※検索方法・入力方法が分からない場合は、住宅政策課（TEL: 022-214-8306）までご連絡願います。 

 

 

１ 

② ご自身のマンション名を入力 

① ▼のボタンを押す 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

③ 管理番号・マンション名・
住所（町名・丁目まで）が
表示されます 
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❷届出日 

・ 届出を行う日を記入してください。 

 

❸届出者 

・ 当てはまるものにチェックしてください。 

□管理者（管理組合理事長）： 管理者が、区分所有者から選任された管理組合の理事長の場合 

□管理者（外部管理者方式）： 管理者が、外部の専門家や管理業者など、区分所有者以外の者から

選任されている場合 

□管理組合法人の理事   ： 管理者が、管理組合で選任された理事の場合（管理組合が法人化さ

れている場合に限る） 

□区分所有者         ： 管理組合が無い場合は、区分所有者の過半数の同意を得たうえで、 

（管理組合がない場合）     区分所有者の代表が届け出てください。 

 

❹団体名・代表者氏名 

・ 届出者（管理者等）の、団体名・代表者氏名を記入してください。 

・ 区分所有者が管理者（理事長）となっている場合には、管理組合名と理事長名を記載してください。 

・ 管理業者が管理者となっている場合には、法人名と法人の代表者氏名を記載してください。 

・ 管理組合がない場合は、団体名は空欄のうえ、区分所有者の代表者氏名を記載してください。 

 

❺郵送物送付先 

・ 仙台市から管理組合に郵送物を送付する際の宛先を記入願います。 

 

❻郵送物宛名 

・ 当てはまるものにチェックしてください。 

・ 理事長以外の送付先を希望する場合は、「その他」にチェックし、宛名を記入してください。 

 

❼電話番号 

・ 仙台市から管理組合等に連絡をする際に、窓口となる電話番号を記入してください。（届出事項に確認が

必要な場合も、こちらの電話番号に連絡させていただきます） 

 

❽市メール配信サービス（分譲マンション）登録状況 

・ 仙台市で実施しているメール配信サービス（分譲マンション）への登録状況につ

いて、マンションの代表者が登録した場合「登録済」のチェックを入れてください。 
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・ 仙台市から郵送を行った際にはメールでもお知らせする他、セミナー開催や支援制度開始、届出制度に関

するご案内等を定期的に配信します。可能な限りご登録ください。 

・ 管理組合でのメールアドレスの他、個人のメールアドレスも登録が可能です。 

・ 代表者のみならず、区分所有者の皆様も含めた登録を推奨しております。 

・ 詳しい登録方法は、以下のＵＲＬもしくは二次元コードをご覧ください。 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/oshirase/mail.html 

 

（２）総会等での決議状況 

 

❾総会等での決議状況 

・ 当てはまるものにチェックしてください。 

・ 届出にあたり、総会等での決議を求める理由については、Ｐ．２の「（４）届出方法 《総会での決議につい

て》」をご参照願います。 

 

❿総会開催日 

・ 届出を行うこと及びその内容について決議した総会の開催日を入力してください。 

 

（３）内容の公表 

 

⓫届出内容及び評価結果（別紙）の公表 

・ 当てはまるものにチェックしてください。 

  

《届出内容の公表イメージ》 

・ 承諾の有無によらず「届出日」「マンション名称・所在地（丁目・大字まで）」「認定の取得状況」は

公表します。 

・ 一般社団法人マンション管理業協会が運営する「マンション管理適正評価制度」に登録済のマン

ションは、協会の「マンション管理適正評価サイト」における各マンションの評価ページへのリンク

を掲載することで、管理状況を紹介します。 

・ ⓫で公表について承諾いただいた場合には、届出書の内容（団体名・代表者氏名、連絡先等の情

報を除く）および自己評価結果を公表します。 

9 10 

11 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/oshirase/mail.html
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【届出内容公表イメージ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲③届出書（公開用シート）と、④【様式 2 別紙】     ▲適正評価制度登録マンションは「マンション管 

自己評価結果が公開されます                 理適正評価サイト」の評価ページにリンクします 

 

（4）認定等の取得状況 

 

 

⓬管理計画認定 

・ 仙台市のマンション管理計画認定制度【用語解説１０】の認定済の場合は、「認定済」にチェックし、認定日

を記入願います。 

・ 取得の有無や、認定日が不明な場合には、以下のページ若しくは右の二次元コードからご確認ください。 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/kanri/ninteimanshon.html 

・ 認定なしの場合のほか、認定申請中の場合も、「認定なし」にチェックしてください。 

 

⓭管理適正評価制度 

・ 一般社団法人マンション管理業協会が実施する、マンション管理適正評価制度【用語解説１１】に登録済の

マンションは、「登録済」にチェックし、評価結果を★の数で入力願います。（最大★５つです） 

12 
13 

14 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/kanri/ninteimanshon.html


 

- 9 - 

 

・ 登録の有無や、評価結果が不明な場合には、以下のページ若しくは右の二次元コードからご確

認ください。 

https://www.mansion-evaluationsystem.org/ 

・ 登録なしの場合のほか、登録申請中の場合も、「登録なし」にチェックしてください。 

 

⓮防災力向上認定 

・ 仙台市の杜の都防災力向上マンション認定制度【用語解説１２】に認定済のマンションは、認定状況を★の

数で入力願います。（防止性能、防災活動、それぞれ最大★３つずつです） 

・ 認定の有無や、評価結果が不明な場合には、以下のページ若しくは右の二次元コードから

ご確認ください。 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/bosai/h2761.html 

・ 認定なしの場合のほか、認定申請中の場合も、「認定なし」にチェックしてください。 

 

（５）マンション名・所在地 

   
 

⓯マンション名称・号棟名  

・ マンションの名称を記載してください。 

・ 複数棟を管理している場合には号棟名も記載してください。 

 

⓰所在地（住居表示）  

・ 所在地を住居表示で記載してください。 

・ 数字、記号は半角で入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

16 

https://www.mansion-evaluationsystem.org/
https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/bosai/h2761.html
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【P１０～P１５ 「（６）基本情報」「７．適切な維持管理に関する事項」について 

・ 仙台市の「マンション管理計画認定」を取得済のマンション、または一般社団法人マンション管理業協会

の「マンション管理適正評価制度」に登録済のマンションについては、これらの項目は省略可能です。 

 

（6）基本情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⓱マンションの概要 

① 管理組合名 

・マンション管理組合の名称を記載してください。 

・管理組合がない場合、記入は不要です。 

 

② 棟数 

・管理組合が管理しているマンションの棟数（住戸が存する棟）を記入してください。  

※集会所棟は棟数に含めないでください。 

 

③ 用途 

・住宅の他に店舗用や事務所用等に区画されている部分がある場合は「住宅及び非住家」にチェックして

ください。（住宅として区画された部分を事務所等に転用して使用している場合は、「住宅」にチェックし

てください） 

・「住宅及び非住宅」にチェックした場合、併用用途のうち、当てはまるもの全てにチェックしてください。 

※敷地内の別棟の店舗・事務所等は除いてください。 

  

④ 戸数  

・住戸だけでなく、店舗・事務所等を含む区画数を入力してください。 

  

17 

18 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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⑤ 階数  

・マンションの地上・地下の階数を記入してください。 

・複数棟ある場合は、最も階数の高い棟の地上階数および地下階数を記載してください。 

 

⑥ 延べ床面積 

・管理規約に記載されている、マンション建物全体の延べ床面積を記入してください。 

・管理規約に記載のない場合は、建築基準法に基づく完了検査済証に記載されている延べ床面積を記入

してください。 

※様式裏面にある、修繕積立金の平均額の基準への適合状況の確認に必要な項目です。 

・不明な場合は空欄で提出してください。 

 

⑦ 総専有床面積 

・管理規約に記載されている、総専有床面積（専有部分の延べ面積）を記入してください。 

※様式裏面にある、修繕積立金の平均額の基準への適合状況の確認に必要な項目です。 

・不明な場合は空欄で提出してください。 

 

⑧ 建設された年月  

・管理規約に記載されている、建設年月を記入してください。 

・管理規約に記載のない場合は、登記簿に記載されている年月又は建築基準法に基づく完了検査済証の

交付年月を記入してください。 

※「届出時点の築年数」は自動計算で表示されます（入力不要）。 

 

⑨ 駐車設備 

・当てはまるものにチェックしてください。 

・「有」にチェックした場合、機械式駐車場の台数、機械式駐車場以外の台数を記入してください。 

※合計台数は自動計算で表示されます（入力不要）。 

 

⓲管理事務の委託状況 

・当てはまるものにチェックしてください。 

・「マンション管理業者に委託している」を選択した場合は、委託先の情報を記入してください。 

 

（7）適切な維持管理に関する事項 

 

 

 

 

20 
① 

③ 

④ 

② 

⑤ 

⑥

「 

21 
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⓴管理組合の運営状況 

① 総会の開催頻度 

・当てはまるものにチェックしてください。 

 

② 区分所有者名簿 

・当てはまるものにチェックしてください。 

 

③ 居住者名簿 

・当てはまるものにチェックしてください。 

 

④ 管理規約の有無 

・当てはまるものにチェックしてください。 

・「有」の場合には、直近の改正の年月を記入してください。一度も改正していない場合には、作成の年月

を記入してください。 

 

㉑管理組合の経理状況 

⑤ 管理費と修繕積立金の区分経理 

・当てはまるものにチェックしてください。 

 

⑥ 修繕積立金の収納率 

・直近の管理組合の決算資料（貸借対照表・収支計算書）を確認し、修繕積立金の滞納額が、年間の修繕積

立金予算額の 1 割以内である場合は、「はい」にチェックしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

⑨ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

22 

⑪ 
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㉒建物の修繕に関する計画等 

① 長期修繕計画の作成状況 

・長期修繕計画を作成し、その内容について総会の決議を経ている場合は、「作成している」にチェックして

ください。 

・作成している場合は、開始年と終了年を記入してください。 ※解説 P.15 

※「計画期間」は自動計算で表示されます（入力不要）。 

・長期修繕計画を作成していない、わからない、総会で決議されていない場合は、「作成していない」にチ

ェックしてください。 

 

② 長期修繕計画の見直し状況 

  ・長期修繕計画の見直し状況について、当てはまるものにチェックしてください。 

  ・見直しを行った場合には、直近で見直しした年を記入してください。 

※直近の見直し時期については自動計算で表示されます（入力不要）。 

 

③ 修繕積立金の額 

・修繕積立金【用語解説４】の有無について、当てはまるものにチェックしてください。 

・各項目について、当てはまるものにチェック及び金額を入力してください。 

《解説》 

④ 積立方式 

・長期修繕計画において、修繕積立金を毎月均等に積み立てる計画となっている場合は、「均等積立方

式」にチェックしてください。 

・長期修繕計画の期間中に、段階的に修繕積立金を引き上げる計画となっている場合は、「段階増額積

立方式」にチェックしてください。 

・計画がなく積立方式が決まっていない場合は「計画がない」にチェックしてください。 

⑤ 届出時点の額 

・届出時点の修繕積立金の徴収額（円／㎡・月）を記入してください。 

 【計算式】 1 年で集める修繕積立金の額（円） ÷ （総専有床面積）㎡  ÷ 12（ヶ月） 

・総専有床面積がわからないなど、総専有床面積あたりの額が計算できない場合は、「不明」にチェック

してください。      

⑥ 計画期間全体での平均額 ※修繕積立金の平均額確認シートを利用して計算が可能です 

・長期修繕計画の計画期間全体での、修繕積立金の平均額（円／㎡・月）を記入してください。 

・「修繕積立金の平均額確認シート」を利用して計算が可能です。「手順 1」の黄色セルに、次の項目を入

力してください。 

➢ 計画期間当初における修繕積立金の残高 【A】  ※解説 P.15 

➢ 計画期間全体で集める修繕積立金の総額 【B】  ※解説 P.15 

➢ 計画期間全体における専用使用料からの繰入金の総額 【C】  ※解説 P.15 

 これらを入力すると、計画期間全体における修繕積立金の平均額【Z】が算出されます。 
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・長期修繕計画がない場合は、空欄としてください。

 

 

⑦ 計画期間内の一時金の徴収 

・長期修繕計画の計画期間中に、修繕積立金の一時金の徴収が計画されている場合は、「有」にチェック

してください。 

⑧ 計画期間内の平均額の基準への適合状況 

※修繕積立金の平均額確認シートを利用して計算が可能です 

・長期修繕計画の計画期間内の、修繕積立金について、国のガイドラインに示される基準に適合する場

合（修繕積立金の目安額の下限値以上）は、「適合」にチェックしてください。 

・「修繕積立金の平均額確認シート」を利用して確認が可能です。「手順２」の黄色セルに、次の項目を入

力してください。 

➢ 月額の専有面積あたりの修繕金額の下限値 【D】 

例） 20 階未満で、10,000 ㎡以上～20,000 ㎡未満のマンションは、２００円／㎡・月 

➢ 機械式駐車場の種類ごとの台数 【E】 

・以上を入力すると、判定結果「OK（適合）」か、「NG（不適合）」かが、自動で表示されます。 

 

 

【様式 2】届出書から自動で入力されます 

【D】 

【E】 
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【機械式駐車場の例】 

  

 
図出典： 「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き／国土交通省／平成 28 年 

https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf 

 
 

【解説】長期修繕計画の見方について ※長期修繕計画作成ガイドライン掲載の標準様式をもとにした例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典（表部分）： 長期修繕計画作成ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html#chokei 

 

 

⑩ 大規模修繕工事の実施状況 

・大規模修繕工事【用語解説５】の実施状況について、当てはまるものにチェックしてください。 

・実施済の場合は、これまでの実施回数を入力してください。 

 

⑪ 直近の大規模修繕工事の実施時期 

・大規模修繕工事を実施している場合は、直近の実施年を記入してください。 

 

⑫ 直近の大規模修繕工事の図面の保管状況 

・大規模修繕工事を実施している場合は、当該工事の図面の保管について当てはまるものにチェックして

ください。 

▲3 段（ピット 2 段）昇降式 ▲3 段（ピット 1 段）昇降横行式 エレベータ方式▶ 

開始年 終了年 

計画期間当初における修繕積立金の残高 【A】 

計画期間全体における専用使用料からの繰入金の総額 【C】 

計画期間全体で集める修繕積立金の総額 【B】 

https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html#chokei
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（8）建物の耐震性に関する事項 

 

 

 

㉓耐震診断・改修工事の実施状況 

・旧耐震基準【用語解説 2】のマンションの耐震診断・改修工事の実施状況をお伺いするものです。 

・当てはまるものにチェックしてください。 

 

（9）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉔管理費の額 

・管理費の月当たりの総額を入力してください。 

 ※戸当たり平均額（円／月・戸）は自動で算出されます 

・管理費を徴収していない場合は、「無」にチェックしてください。 

 

㉕修繕積立金の算定根拠 

・当てはまるものにチェックしてください。 

 

㉖賃貸化住戸率 

 ・賃貸化住戸数を記入のうえ、賃貸化住戸率に当てはまるものにチェックしてください。 

  ※割合は欄外に自動計算で表示されます 

 ・不明の場合は「不明」に記入願います。 

24 

25 

26 
27 

28 

29 

① 

② 

④ 

③ 

⑤

「 ⑥

「 

23 
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㉗設計図書（竣工図）の保管 

 ・竣工時（建物が完成した時）の設計図書の保管状況について、当てはまるものにチェックしてください。 

 

㉘管理組合ポスト 

・管理組合ポストの有無について、該当するものにチェックしてください。 

 

㉙防災の取り組み・災害への備え 

・各項目について、当てはまるものにチェックしてください。 

 

《解説》  

① マンションの自主防災組織（自主的に防災活動を行う組織）の結成 

・マンションの自主防災組織（自主的に防災活動を行う組織）を結成している場合は、チェックしてくだ

さい。（町内会の自主防災組織に所属する場合も含みます。） 

・本届出において自主防災組織を結成していることとは、以下に示すものを作成していることを指します。 

➢ 自主防災組織の災害時の体制 （防災マニュアル作成の手引 P.13 参照） 

➢ 地震発生直後から数日間の自主防災組織の対策本部の班ごとの活動内容を記載した     

フロー （防災マニュアル作成の手引 P.26～参照） 

（本項目は「杜の都防災力向上マンション認定」の基準等を踏まえ設定しています） 

② マンションの防災マニュアルの作成 

・マンションの防災マニュアルが作成されている場合は、チェックしてください。 

（内容は問いません※） 

③ マンションで地震などの自然災害を想定した防災訓練を年に 1 回以上開催している 

・マンションで地震や風水害などの自然災害を想定した防災訓練を、年に１回以上開催している場合は、

チェックしてください。 

④ 防災物資（救助用資機材や防災用品、飲料水や食料、簡易トイレなど）の備蓄 

・救急資機材（バール、ジャッキ、ハンマー、担架、救急箱など）や、防災用品（携帯用ラジオ、海中電灯、標

識ロープ、防水シート、粘着テープ、炊き出し用品、バケツ、給水用ポリ容器など）、飲料水や食料、簡

易トイレの確保などがされている場合には、チェックしてください。 

 ※一つでも当てはまればチェックしてください。 

⑤ 地震保険への加入や、災害や解体に備えた特別な積立て 

・地震保険【用語解説 3】へ加入している場合や、災害や解体に備えた特別な積立てを行っている場合

には、チェックしてください。 

※どちらかに当てはまればチェックしてください。 

⑥ 周辺地域との連携（地域の防災訓練への参加や、地域の避難所運営に関する連携） 

・地域の防災訓練への参加や、地域の避難所運営に関する連携を行っている場合はチェックしてください。 
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※参考情報 

・「杜の都防災力向上マンション認定制度」における防災マニュアルは、以下に示す内容が含まれていること

が認定基準となっています。 

➢ いっとき避難場所及び指定避難所等の場所について 

➢ 自主防災組織の災害時の体制（防災マニュアル作成の手引 P.13 参照） 

➢ 防災活動備品、備蓄物資リスト及び居住者名簿の保管場所 

➢ 地震発生直後から数日間の自主防災組織の対策本部の班ごとの活動内容を記載したフロー（防災マ

ニュアル作成の手引 P.26～参照） 

・防災マニュアル作成にあたっては、参考様式や、専門家派遣の制度などもございますので、マニュアルがな

い場合は、作成についてご検討ください。 

 

「分譲マンション防災マニュアル作成の手引」について 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/bosai/manual.html 

 

 

  

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/bosai/manual.html
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4 自己評価結果の表示・見方の解説 

  

• 【様式２ 別紙】の自己評価結果は、届出書の入力内容に基づき、自動的に表示されるものです。 

• 本結果については、区分所有者の皆様にご確認いただき、ご自身のマンションにおける管理の現状を客

観的に把握するとともに、健康診断のように「今後の取組に向けた気づき」や「改善のヒント」としてご活

用くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンション名・届出日・認定の取

得状況（黄色セル部分）は、【様

式２】届出書に記入した内容から

自動で表示されます。 

 

裏面の「１．良好な管理に関する

基準」の項目が全て「〇」、かつ、

「２．改善が必要な事項に関する

基準」に「×」がない場合は、「〇」

が表示されます。 

 
届出書において「マンションの自

主防災組織の結成」にチェックが

ある場合「〇」が表示されます。 

 
裏面の「２．改善が必要な事項に

関する基準」に一つでも「×」が

ある場合「〇」が表示されます。 

 

届出書において、届出者の属性

が「管理者（外部管理者方式）」に

チェックがある場合「〇」が表示

されます。 
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管理計画認定の基準の一部を

参考に設定した「１．良好な管理

に関する基準」への適合状況に

ついて、届出書の記載内容を基

に、自動的に入力されます。 

国のマンション管理適正化指針

及び仙台市マンション管理適正

化指針に定める助言・指導等を

行う判断基準の目安を参考に

設定した「２．改善が必要な事項

に関する基準」への該当状況に

ついて、届出書の記載内容を基

に、自動的に入力されます。 

管理計画認定の基準には、「１．

良好な管理に関する基準」に掲

げる項目以外の基準もござい

ますのでご注意ください。 

また、令和 9 年 4 月には基準の

見直しが予定されています。 

最新の内容については市ホーム

ページをご覧ください。 

「２．改善が必要な事項に関する

基準」に該当する場合は、改善

に向けて取り組んでいただきま

すようお願いします。 

改善に向けて活用できる、市の

支援制度の概要についても併

せて紹介しています。 
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5 よくあるご質問 

  

Q1．エクセルが使えません。どうすればよいですか。 

A1．  

⚫ 区分所有者の皆様の中でエクセルをお持ちの方がいらっしゃる場合は、まずはご協力をお願いしていた

だけますと幸いです。 

⚫ エクセルシートに入力することで、自己評価結果が自動で表示される形式となっておりますので、ぜひ

管理組合内でご活用いただける体制を整えていただければと存じます。 

⚫ どうしても対応が難しい場合には、紙面等にご記入いただいた内容を住宅政策課までご提出ください。

住宅政策課から評価結果をお返しいたしますので、総会でご決議いただき、その後、正式な届出をお願

いいたします。 

⚫ その場合、まずは住宅政策課までお問合せください。 

 

Q2. 届出書の書き方がわかりません。 

 管理組合の運営に課題を抱えており、総会の決議を行うこと自体が難しいです。 

A2．  

⚫ 管理相談員派遣制度をご活用いただくことができます。（令和 8 年 7 月下旬からの受付開始を予定） 

⚫ 相談員がマンション管理組合の会合に訪問し、届出に関するご相談や、管理組合の運営の課題に関する

相談に対応いたします。 

⚫ 詳しくはマンション管理相談員派遣制度をご確認ください。 

 

Q3. 管理業務を委託している管理会社が代わりに届出書を提出しても良いですか。 

A3.  

⚫ 本届出の主体は、管理組合の管理者（いわゆる理事長）となります。 

⚫ 届出書類の内容の確認および最終的な提出は、管理者の責任において行っていただきますようお願い

いたします。 

 

Q4. 届出した後に、内容が変更になりました。再度届け出る必要はありますか？ 

A4．  

⚫ 届出時点の状況をご提出いただければ足りますので、変更については、次回の届出の内容に反映いた

だきますようお願いします。 

⚫ なお、ホームページに公開されている内容の変更を希望される場合などには、再度届出を行っていただ

くことも可能です。 

⚫ 郵送先の変更が必要な場合には、住宅政策課（TEL：022-214-8306）までご連絡ください。 

 

Q5.管理計画認定を取得していますが、届出も必要なのでしょうか。 

A5．  

⚫ 管理計画認定の項目には含まれていない内容も届出項目としているため、お手数をおかけしますが、別

途届出いただく必要があります。 

⚫ ただし、管理計画認定で提出いただいている内容については、記載内容の省略が可能です。 
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Q6. マンション管理業協会が実施しているマンション管理適正評価制度とは何ですか。 

なぜ届出内容が簡素化できるのですか。 

A6．  

⚫ マンション管理適正評価制度とは、マンションの管理状況や管理組合の運営状況を 6 段階で評価し、そ

の結果をインターネットを通じて公開する、マンション管理業協会の取り組みです。 

⚫ 仙台市とマンション管理業協会が協定を締結することにより、同制度の登録データが共有され、市にお

いて届出項目の内容を把握することが可能となります。 

⚫ これにより、届出内容の簡素化が可能となり、管理組合の負担軽減につながります。 

⚫ 同制度の詳細については、「マンション管理適正評価サイト」をご覧ください。

https://www.mansion-evaluationsystem.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mansion-evaluationsystem.org/
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2 【参考資料１】 関連情報（支援制度や国のガイドラインなど） 

 

● 仙台市の支援制度一覧 

・ 仙台市で実施している、分譲マンションに関する支援制度の一覧です。 

・ 詳細及び最新の情報は、以下の URL もしくは二次元コードをご覧ください。 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/sienseido7.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲市支援制度 

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/sienseido7.html
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● 国のガイドライン 

「マンションの外部管理者方式等に関するガイドライン」 

「マンション標準管理規約」 

「長期修繕計画作成ガイドライン」 

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 

の詳細については、国土交通省ＨＰをご参照ください。 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html 

 

  

▲国土交通省のマンション 

政策ホームページ 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
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2 【参考資料 2】 用語解説 

  
1 管理者等 

 
区分所有法第 25 条 1 項の規定により選任された管理者又は区分所有法第 49 条第 1

項の規定により置かれた理事をいう。一般的に「理事長」を管理者とすることが多い。 

 

2 旧耐震基準 昭和 56 年 5 月 31 日以前の建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の基準。 

 

 

3 地震保険 
 

一般の火災保険では、地震による損害や、地震が原因で発生した火災は補償されないた

め、地震被害からの復旧工事をスムーズに実施するためには、地震保険に加入（火災保険

に付帯）しておくことが有効。 

 

4 修繕積立金 
 

マンションなどの区分所有建物において、外壁やエレベーター等の共用部分の将来の大規

模修繕工事等に要する費用に充当するため、管理組合において長期間にわたり計画的に

積み立てるお金のこと。 

 

5 大規模修繕工事 
 

外壁補修工事を含む、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事で、

「長期修繕計画作成ガイドライン」においては、12～15 年周期で実施するものとされてい

る。 

 

6 長期修繕計画 
 

管理組合が、将来建物維持に必要となる工事項目と工事時期を定め、計画の期間内に要す

る費用（工事金額）の概算額を算出するために作成する計画。 

 

7 定期報告 
 

建築基準法第 12 条の規定に基づき、建築物が安全で適切に使用されているか、専門技術

者による定期的な調査・検査結果を報告する制度。 

 

8 マンション管理規約 
 

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者間の事項に関し

ては、区分所有法に定めるもののほか、管理規約で定めることができる。管理組合におけ

る最高の自治規範。 

 

9 マンション管理組合 
 
 

区分所有法第 3 条に規定される、区分所有建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行

うための団体。当該建物の区分所有者全員によって構成される。 

 

10 マンション管理計画
認定制度 
 

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションと

して仙台市が認定する制度。（認定の有効期間は５年間） 

11 マンション管理適正
評価制度 
 

マンションの管理状況や管理組合の運営状況を 6 段階で評価し、その結果を、インターネッ

トを通じて公開する、マンション管理業協会の取組。 

12 杜の都防災力向上
マンション認定制度 
 

マンションにおける防災活動の更なる取組みや、建物性能の向上を促進するため、マンショ

ンの防災力を仙台市が認定する制度。 
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《参考》関連情報・相談窓口等 

 


